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研究成果の概要（和文）：対外関係を中心とした具体的な国家のあり方（statehood）と（国際・国内）公法学
の関係は、近現代日本において次のように展開してきた。アジア諸国との関係で「密教」として実力に見合う地
位を国・民族が占める有機体的共同体像が、近代国際法という「顕教」にもかかわらず、受け継がれていた。
「密教」の猖獗ともいえる大東亜共栄圏論の支配ののち、占領管理期には、国際・国内が融合・接続する秩序が
現出し、それを積極的に受け止める秩序構想も現れたが、「密教」の精算のうえに、現実の占領管理に対する嫌
悪感が広がるなかで、国際秩序の要素を国家法から括り出す処理がなされ、公法学もそれを一般に受け入れた。

研究成果の概要（英文）：In this study, the ‘statehood’ means in what situation a state is placed 
in the concrete context. On the relationship between Japanese statehood and international and 
national public law theory, our main findings are as follows: In relation with Asian nations, as an 
esoteric notion, an organic community was imaged where each nation had its place according to its 
actual power, although the exoteric school taught the modern international law where jurisdictions 
of states and international community are linearly divided. After the liquidation of an esoteric 
theory of the Greater East Asian Coprosperity Sphere, some accepted positive aspects in the order 
merging the ‘international’ and ‘national’ created by the Allied occupation. In the context 
where anti-occupation feelings were widely spreading, however, the dominant theory of public law 
agreed to the bureaucrats’ disposal of SCAP’s legal norms, which scrapped the merged order in, but
 only, a formal sense.

研究分野： 国際法学
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研究成果の学術的意義や社会的意義
国際・国内秩序を截然と区別し、国家の（人的・空間的・事項的）境界を線として画定しようとする観念は、現
代世界の実相と異なるが、現代日本の国際・国内公法学を支配しているといってもよい。そして、そのことが世
界共通の公共的問題に立ち向かう力を公法学から奪っている。こうした観念がどのように歴史的に生み出されて
きたのかを、とりわけ近現代日本のstatehoodとの関連において明らかにする本研究は、国際法と国家法間も諸
国家法間も「棲み分け」られていない現状のなかで、グローバルに、またトランスナショナルに生じている公共
問題に立ち向かうポテンシャルを取り戻すために不可欠の基盤を提供することができる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
 
 国際法学においては、国家というのは、事実上も独立・平等であると考えられ、また、国内
憲法学でも、一国民が自由に行使できる憲法制定権力に、憲法の妥当(Geltung)そのものを説明
する理論が支配的である。したがって、国際的（混合）権力が国内に浸透することは異常な事
態で、他国との関係でもその地理的・人的境界は、線として表現されなければならない（「境界
の線化」Toyoda 2023）という観念が支配的である。 
 しかし、今や大部分の国家は、一握りの大国が自らの力のみで存立していることを除くと、
実力的には他者に依存しながら、形式的・名目的な独立を保っているにすぎない。この現実と
公法学の理念型とのギャップは明白であるにもかかわらず、国内公法学と国際公法学との断絶
に構造的に示されているように、それを埋めていく努力がこれまでの公法学の内部からなされ
ておらず、現代世界の公共問題に向き合う姿勢が確保できていない。 
 
２．研究の目的 
 
 本研究は、statehood という新たな概念を基軸に据えて、現在深い断絶状態にある国内・国
際公法学の両理論を融合させつつ転換する可能性を念頭におきながら、さしあたり近現代日本
に即して、近現代におけるその statehood の構造と動態を、時間的には近代との連続性と断絶
を、空間的には東アジアの文脈を意識しつつ、明らかにすることを通じて、新たな「現代公法
学」構築の可能性を例証することを目的とする。 
 ここで statehood とは、各国家に即して、具体的に、どのような意味で国家とされているの
か、その領域的・人的・事項的な権限の限界は、他国ないし国際機関との関係において、どの
ように画定されているのか、ということを示す用語として用いる。 
 
３．研究の方法 
 
 本研究は、理論的には、差別的戦争概念への展開を軸とする国際法の構造転換論を前提とし
つつ、その論理を徹底させるとともに、とりわけ冷戦崩壊後に露呈してきた国際法現象を念頭
におき、①公法学の理論の再検討と②日本に即した歴史過程の再検討（およびそれと交錯する
秩序思想の展開）という二つの方向からアプローチすることにより、近現代日本の statehood
の構造と動態を明らかにし、新しい「現代公法学」の構築の基盤を構築しようとするものであ
る。この過程では、国際的文脈、とりわけ東アジアの文脈を重視して、近現代日本の領域的・
人的・事項的権限の限界の実相に迫りたい。 
 
４．研究成果 
 
(1) 近代日本の形成から1920年代に至るまでの日本のstatehoodについての思想状況について
は、これまでの研究を渉猟して、一応の理解を形成することに努めた。ここで示唆されている
のは、次のような、矛盾を孕みつつも相互補完的な秩序思想の状況である。一方では、欧米列
強との関係では、「顕教」として近代国際法を継受し、原子論的な国際社会像にもとづく国家間
関係、したがって他の諸国ないし民族との関係においては不干渉・平等の「棲み分け」関係の
構築に努めていた。他方で、アジア諸国・諸民族との関係、具体的には琉球、アイヌ、台湾、
中国などとの関係では、「棲み分け」ではなく、実力に応じた上下関係を含む共同体的社会像が、
「密教」として受け継がれていた。 
 
(2) 世界国家論は、戦直後の横田喜三郎（1896-1993）によって明確に説かれたが、先駆的には
尾崎行雄（1858-1954）らによっても唱えられていた。横田の議論にも尾崎らの影響が見いだ
されるが、横田は、とくに戦後は、世界国家を国際連合の延長線上にとらえ、さらに後者を米
国が主導するものと考えたので、戦後のアメリカ中心の再版リベラル秩序にスムーズに着地す
ることができた。他方、「近代の超克」の論客として知られる高山岩男（1905-1993）の戦後の
世界秩序論は、一種の世界国家論とも考えられるが、そこには、かつて想定されていたアジア
の共同体的秩序論からの流れがみられる。松下正寿（1901-1986）の戦後の世界国家論には、
そうした性格が明確に存在する。 
 
(3) これに対して、原子論的な国際社会像の崩壊を所与のものと考え、新たな秩序をむしろ個
人や少数民族といった下から再構築する可能性を追求してきた田畑茂二郎（1911-2001）は、
戦中には大東亜国際法秩序論の枠内にとどまりながらも、指導国たる日本の地位を広域に従属
させる立場をとり（この点での先駆的な指摘として、酒井 2007）、戦直後には、これを世界大
に拡大して、世界国家論に同調するような議論を展開した。そこでは、国家主権はむしろ否定



されるべきとされていた。ところが、おそらくは東京裁判や米国の占領支配への幻滅から、主
権論だけみると急速な「転換」があり、むしろ国家主権の現代的意義を説くことになる。しか
し、その後も国連の枠組みへの期待は失わず、国家主権を下（国内の民主化）と上（国際社会
の組織化）の両方からコントロールしようとした。 
 
(4) このような国際秩序と国内秩序を截然と分断しない議論は、戦直後の日本のおかれた状況
を、現代世界の構造から生じた、ある程度の普遍性のあるものと深刻に受けとめるものであっ
て、田畑は、多くの法実務家やとりわけ左翼の法学者とは異なり、サンフランシスコ講和後も、
こうした立場を維持した。他方で法実務は、占領管理の終了とともに、国際法と国家法の妥当
領域を、ヨコの相互排他的な関係と捉えて線引きをするというやり方で、連合国最高司令官の
発する法令の効力を処理した。このような処理とそれを結局認めた法学アカデミアの意識が、
その後固定され、１で述べた背景に繫がっていると考えられる。 
 
＜引用文献＞ 
酒井哲哉 2007『近代日本の国際秩序論』、岩波書店 
Toyoda, Tetsuya 2023, “Universality and Peculiarity of the Concept of Exclusive 
Territoriality”, Japanese Yearbook of International Law,, Vol. 66, p. 338 ff. 
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